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とねっと を

有効活用しましょう！

　「とねっと」は、幸手市を含む利根保健医療

圏（幸手市・行田市・加須市・羽生市・久喜 

市・蓮田市・白岡市・宮代町・杉戸町）内の地 

域の病院、診療所などを安全なネットワーク

で結び、患者情報を共有するシステムです。

　「とねっと」の利用で、患者の既往歴、検

査結果などの情報を共有でき、救急時に、

より適切な処

置や搬送に活

用することが

できます。

　また、自分

の健康記録を登録することで、健康増進や

重症化の予防にもつながります。

※登録方法などの詳細については、市ホーム 

ページ（http://www.city.satte.lg.jp/）を 

参照、または、健康増進課にお問い合わ

せください。

救 急 の 日
９ 月 ９ 日 は

問合せ　埼玉東部消防組合幸手消防署☎（42）9119
　　　　健康増進課☎（42）8421・（42）2130

　全国の救急車の出動件数は毎年増加しています。本当に緊急を要する人のために、救急
車の適正利用について、ご理解とご協力をお願いします。

！症状が軽く、「交通手段がない」「どこの病院に行けばよいか不明」といった場合、民間の患者

搬送業者や救急電話相談などをご活用ください。

！定期的な通院などにおいて、タクシー代わりに救急車を常用することは控えてください。

！救急車以外に搬送手段がなく、緊急を要する場合は、迷わず救急車を要請してください。

救急車 の適正な利用をお願いします！

　「救急の日」は、昭和 57 年に救急医療や救急業務に

対する正しい理解と認識を深め、意識の高揚を図る

ことを目的に定められました。

　救急医療週間　9月 3日（日）～ 9日（土）
　この機会に応急手当の重要性を再確認し、救急業

務に対するさらなるご理解とご協力をお願いします。

　

救急電話相談について
　平成 29 年 10 月から埼玉県の救急電話相談を 24

時間 365 日実施します。全国共通ダイヤル＃ 7119

を導入し、子どもから大人までの相談に対応すると

ともに医療機関の案内をします。

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療

機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスします

ので、判断に迷ったときは、お気軽にお電話ください。

【救急電話相談ダイヤル】
9 月 30 日まで 10 月１日から

相談時間

○大人の救急電話相談 
月～土曜日／午後 6時
30 分～午後 10 時 30 分 
日曜、祝日、年末年始／午
前 9時～午後 10 時 30 分 両相談および

医療機関の案内
24 時間 365 日

 

○小児救急電話相談 
月～土曜日／午後 7時
～翌朝午前 7時 
日曜、祝日、年末年始
／午前 7時～翌朝午前
7時

電話番号

（大人）＃ 7000
または☎048(824)4199
（小児）＃ 8000
または☎048(833)7911

※なお、上記の番号は
　10 月以降も使用でき
　ます。

全国共通ダイヤル 
＃ 7119
または 
☎048-824-4199
（ダイヤル回線、
IP電話、PHS利用
の場合） 　休日や夜間に耳鼻咽喉科を救急で受診す

る場合、受け入れる医療機関が少なく、受

診先を探すことが大変困難な場

合があります。

　埼玉県では、県内で診療所の

当番医を定めて初期救急を実

施しています。当番表など詳し

くは県のホームページ（http://

www.pref.saitama.lg.jp/a0703/

jibika.html）をご覧ください。

耳鼻咽喉科の休日救急診療

※利用上のお願い

　この電話相談は、医療行為ではなく、電話でのア

ドバイスにより、相談者の判断の参考としていただ

くものですので、あらかじめご理解のうえご利用く

ださい。

　             
問合せ

 埼玉県保健医療部医療整備課

☎048(830)3559 048(830)4802
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知
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お

こ
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Ａ
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場
所

　　
　▼

Ａ
Ｅ
Ｄ
と
は

　

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
除
細
動

器
）
は
、
心
臓
が
け
い
れ
ん
し
血

液
を
流
す
ポ
ン
プ
機
能
を
失
っ
た

状
態（
心
室
細
動
）に
な
っ
た
心
臓

に
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
正
常

な
リ
ズ
ム
に
戻
す
た
め
の
医
療
機

器
で
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
身

近
な
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
施
設
を
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
設
置
施
設
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

市内設置施設（一例）
・市役所
・ウェルス幸手
・アスカル幸手
・各図書館
・各公民館
・コミュニティセンター
・全小・中学校
・医療機関（52 か所）
・全コンビニエンスストア（19か所） AED 設置シールの一例

し
て
い
ま
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
受
渡
し
の
み

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
埼
玉
県
Ａ
Ｅ
Ｄ
マ
ッ
プ

　

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
ア
ク
セ
ス
す
る
と
、
現
在
地
近

く
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
施
設
を
素
早
く

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
手
順
）
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携
帯
電
話
の
Ｇ

Ｐ
Ｓ
機
能
を
オ

ン
に
す
る

②
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読

み

取

っ

て

「
街
の
情
報
館
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.
i
p
o
s
-m
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p.
j
p
/
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/aed.asp
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へ

③	

画
面
左
上
の
Ｔ
Ｏ
Ｐ
を
タ
ッ
プ

④	

現
在
地
周
辺
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
探
す
を

タ
ッ
プ

▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
貸
出

　

市
で
は
、
屋
外
で
の
活
動
な
ど

の
際
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
貸
出
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。

対
象　

市
や
自
治
会
が
主
催
・
共

催
・
後
援
・
協
賛
す
る
事
業
、

ま
た
は
、
市
民
が
主
催
す
る
営

利
を
目
的
と
し
な
い
行
事

条
件　

医
療
従
事
者
ま
た
は
救
命

講
習
会
を
修
了
し
た
人
を
配
置

し
て
い
る
こ
と

貸
出
可
能
台
数　

2
台

貸
出
期
間　

7
日
間
を
上
限
と
す

る
申
請　

貸
出
希
望
日
の
１
か
月
前

か
ら
2
週
間
前
ま
で
に
借
用
申

請
書
を
健
康
増
進
課
へ

※
申
請
書
類
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー　

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

救

命

講

習

会

を

受

講
し
ま
し
ょ
う

　　

心
肺
蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用

方
法
、
突
然
の
け
が
へ
の
応
急
手

当
法
な
ど
に
つ
い
て
、
救
命
講
習

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

と
き　

10
月
15
日（
日
）
午
前
9

時
～
正
午

と
こ
ろ　

幸
手
消
防
署

内
容　

心
肺
蘇
生
法（
成
人
）、
止

血
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
法
な
ど

対
象　

組
合
管
内
に
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
中
学
生
以
上
の
人

定
員　

20
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

9
月
14
日（
木
）か
ら
電

話
、
ま
た
は
、
直
接
幸
手
消
防

署
へ

面

接

相

談

▼
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

 

　
専
門
医
が
面
談
形
式
で
相

談
に
お
答
え
し
ま
す
。

と
き

　
毎
週
火
曜
・
金
曜
日

午
後
4
時
～
5
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

と
こ
ろ
　
埼
玉
医
科
大
学
総

合
医
療
セ
ン
タ
ー
（
川
越
市

鴨
田
1
9
8
1
）

予
約
電
話

　
☎
0
4
9（
2
2
8
）3
6
7
4

▼
不
妊
・
不
育
症
・

妊
娠
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

　

助
産
師
が
電
話
で
お
話
を

伺
い
ま
す
。

と
き

　
毎
週
月
曜
・
金
曜
日

午
前
10
時
～
午
後
3
時
／

　

第
１
・
第
3
土
曜
日
午
前

11
時
～
午
後
3
時
、
午
後

4
時
～
7
時
　

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
　
　
　

専
用
電
話

　
☎
0
4
8（
7
9
9
）3
6
1
3

電

話

相

談

不
妊
相
談
を

悩
み
を
抱
え
こ
ま
ず
に

　
県
で
は
、
不
妊
に
悩
む
夫
婦
の
相
談
窓
口
と
し
て
、
面
談
形
式
で

相
談
が
で
き
る
窓
口
や
電
話
相
談
が
で
き
る
相
談
窓
口
を
設
置
し
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

　「
不
妊
検
査
は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
？
　
不
妊
の
治
療
は
ど
ん
な

治
療
が
あ
る
の
？
」「
現
在
行
っ
て
い
る
治
療
に
不
安
が
あ
る
」な
ど
、

さ
さ
い
な
こ
と
で
も
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
県
と
市
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け
た
人
を
対
象
に
、
治
療

費
用
の
助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

※
対
象
や
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
　
健
康
増
進
課
☎（
42
）8
4
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
42
）2
1
3
0


